
令和７年１２月市議会定例会追加議案件名 

 

議案第１３９号　白河市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１４０号　白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

議案第１４１号　白河市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１４２号　白河市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１４３号　白河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

議案第１４４号　令和７年度白河市一般会計補正予算（第５号） 

議案第１４５号　令和７年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第１４６号　令和７年度白河市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第１４７号　令和７年度白河市水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第１４８号　令和７年度白河市下水道事業会計補正予算（第３号） 
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令和７年１２月市議会定例会追加議案要旨 

 

議案第１３９号　白河市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

　福島県人事委員会勧告に準じ、特定任期付職員の給与の改定など、所要

の改正をしようとするものであります。 

議案第１４０号　白河市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第１４１号　白河市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

　上２議案については、福島県の給与改定に準じ、期末手当の支給月数を

変更するため、所要の改正をしようとするものであります。 

議案第１４２号　白河市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

　福島県人事委員会勧告等に準じ、一般職員の給与の改定など、所要の改

正をしようとするものであります。 

議案第１４３号　白河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

　福島県人事委員会勧告に準じ、会計年度任用職員の給与について改定す

るため、所要の改正をしようとするものであります。 

議案第１４４号　令和７年度白河市一般会計補正予算（第５号） 

　　　　　　　 (1)　歳入歳出予算の補正 

歳入歳出補正総額は２９５，５６２千円増額となり、歳入歳出予算総額

は３６，９１４，４６３千円となりました。 

款別補正の内訳は、次のとおりであります。 

歳入については、国庫支出金１６１，９１５千円、県支出金７０千円、

繰入金１３３，５７７千円をそれぞれ増額補正するものであります。 

歳出については、議会費１，８８６千円、総務費３５，７５９千円、民

生費１８２，６６６千円、衛生費７，５９４千円、農林水産業費７，８３

９千円、商工費４，３１８千円、土木費１３，８４３千円、教育費４１，

６５７千円をそれぞれ増額補正するものであります。 

歳出補正は、次のとおりであります。 

　　　　　　　　物価高対応子育て応援事業　　　　　　　　　１６１，６３３千円 

議案第１４５号　令和７年度白河市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

　歳入歳出補正総額は２，３７２千円増額となり、歳入歳出予算総額は 

５，６４８，５４９千円となりました。 

款別補正の歳入については、県支出金３５９千円、繰入金２，０１３千

円をそれぞれ増額補正するものであります。 

歳出については、総務費２，０１３千円、保健事業費３５９千円をそれ

ぞれ増額補正するものであります。 

議案第１４６号　令和７年度白河市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

歳入歳出補正総額は２，４６６千円増額となり、歳入歳出予算総額は 
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６，３６４，７７２千円となりました。 

款別補正の歳入については、国庫支出金２２２千円、県支出金１１１千

円、繰入金２，１３３千円をそれぞれ増額補正するものであります。 

歳出については、総務費１，８８９千円、地域支援事業費５７７千円を

それぞれ増額補正するものであります。 

議案第１４７号　令和７年度白河市水道事業会計補正予算（第２号） 

　　　　　　　 (1)　業務の予定量の補正 

改良費を８３９，０６０千円に改めるものであります。 

　　　　　　　 (2)　収益的収入の補正 

営業外収益１２５千円を増額補正し、その総額として水道事業収益 

１，２６４，４０２千円を予定するものであります。 

　　　　　　　 (3)　収益的支出の補正 

営業費用２，３８４千円を増額補正し、その総額として水道事業費用 

１，２３０，２９６千円を予定するものであります。 

　　　　　　　 (4)　資本的支出の補正 

建設改良費１，０３３千円を増額補正し、その総額として資本的支出 

１，２５４，８３４千円を予定するものであります。 

　　　　　　　 (5)　議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正 

予算に定めた職員給与費を１３４，４２５千円に改めるものであります。 

　　　　　　　 (6)　他会計からの補助金の補正 

予算に定めた下水道事業会計からの補助金を５，５５０千円に改めるも

のであります。 

議案第１４８号　令和７年度白河市下水道事業会計補正予算（第３号） 

　　　　　　　 (1)　収益的収入の補正 

営業外収益１，３２４千円を増額補正し、その総額として下水道事業収

益２，４４５，７４０千円を予定するものであります。 

　　　　　　　 (2)　収益的支出の補正 

営業費用１，３２４千円を増額補正し、その総額として下水道事業費用

２，４４５，７４０千円を予定するものであります。 

　　　　　　　 (3)　資本的収入の補正 

他会計補助金１，００９千円を増額補正し、その総額として資本的収入

９４７，５８０千円を予定するものであります。 

　　　　　　　 (4)　資本的支出の補正 

建設改良費１，００９千円を増額補正し、その総額として資本的支出 

１，３８１，０８３千円を予定するものであります。 

　　　　　　　 (5)　議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正 

予算に定めた職員給与費を９９，８７９千円に改めるものであります。 

　　　　　　　 (6)　他会計からの補助金の補正 

予算に定めた一般会計からの補助金を９３９，１０８千円に改めるもの

であります。


